
国道１９０号埴生横断歩道橋の詳細点検に伴う
片側交互通行規制について

国道１９０号 埴生横断歩道橋の損傷状況を確認するため、詳細点
検を行い片側交互通行規制を実施します。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

・規制場所：山陽小野田市大字埴生地内
国道190号 埴生横断歩道橋付近

・規制期間：平成２７年７月２８日（火）

・規制時間：１４：００～１６：００

・片側交互通行規制箇所については別紙を参照ください。

平成２７年７月２８日

■問い合わせ先
国土交通省中国地方整備局 山口河川国道事務所

副所長 岡本 哲典

（担当） 道路管理第二課長 錦織 直紀
電話番号 （０８３５）２２－１７８５（代表）

広報担当 計画課長 吉田 真人

おかもと てつのり

にしこおり なおき

国土交通省中国地方整備局

山口河川国道事務所

よしだ まさと

はぶ
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詳細図
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